
改正女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の公表について 

 

当金庫では女性職員が活躍できる環境をつくることによって、女性職員が個性と能

力を十分に発揮できるようにするため、行動計画を次のとおり策定しましたので公表

します。 

 

令和４年３月１８日 

東栄信用金庫 行動計画 

 

１．計画期間  令和４年４月１日～令和９年３月３１日までの５年間 

 

２．内容 

 

目標：課長以上の管理職に占める女性の割合を３％以上とする。 

 

 

＜取組内容＞ 

・令和４年４月～ 女性がいない又は少ない部署・係等への積極的な配置 

 

以 上 


